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厚生労働省新潟労働局は１日、「外国人技能実習生の
実習実施者に対する令和２年の監督指導等の状況」を
公表した。それによると、監督指導を行った実習実施
者のうち、労働基準関係法令違反が認められたのは７
４．１%（１１２事業場のうち８３事業場）だった。

主な違反事項は、「使用する機械等の安全基準」３１
件、「健康診断の結果についての医師等からの意見聴
取」２５件、「労働時間」１８件の順に多かった。

具体的な事例としては、フォークリフトの接触防止措
置が講じられていなかった、タイムカードが２枚あり、
月１００時間を超える時間外労働を行わせていたなど。

上記２件については指導の結果、改善が図られたが、
新潟労働局では、度重なる指導にもかかわらず法令違
反を是正しないなど重大・悪質な事案に対しては、送
検を行い厳正に対応していくという。

新潟労働局が「外国人技能実習生の実習実施者に対する令和２年
の監督指導等の状況」を公表
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